
株式会社 合同会社 違いの有無

最低資本金 規定なし（１円～） 規定なし（１円～） －

出資者の数 １名以上 １名以上 －

出資者の責任 有限責任（出資額の範囲内） 有限責任（出資額の範囲内） －

会社の代表者 代表取締役 代表社員 肩書きが違う

最高意思決定機関 株主総会 社員全員の同意 意志決定機関が違う

役員の人数 取締役１名以上 社員１名以上 －

役員の任期
取締役は２年～１０年の範囲で設定
監査役は４年～１０年の範囲で設定

制限なし
株式会社の取締役
には任期あり

定款　公証人の認証 必要 不要
株式会社の定款は
公証人の認証が必
要

設立登記の登録免許税 最低１５万円（資本金の1000分の7） 一律　６万円 左記の通り

決算公告 義務（決算内容を官報などに掲載） 義務なし
株式会社は決算公
告の義務あり

選択の目安として
・取引先や銀行などからの評価期待？
・株式という名前がほしい
・役員の肩書にもこだわりがある

・特に株式会社にこだわらない
・とにかく費用を安くしたい
・一日も早く設立したい

【株式会社の特徴】
　　　取締役を選び、経営を任せる

　　　もうけを出し、配当金を支払う

※株主が取締役になることも可能

【合同会社の特徴】

○出資者と経営者が同じ
　　　原則、所有（＝お金を出資する社員）と経営（＝実際に会社を運営する人）が同じ

○内部自治原則 「定款自治」
　　　自由な組織設計が可能なので、独自の定款を作成して、事業目的に合わせた
　　　業務遂行に適するフットワークのよい組織構成が可能となります。

○利益配当の自由
　　　定款により、「利益配当」の割合も自由に設定できます。
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「株式会社」と「合同会社」の違い

株 主
(お金を出す人）

取 締 役
（経営する人）


